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特　集 推進工法における知的財産

はじめに1
　昭和21（1946）年10月29日の会
社設立に当たり、当社創業者は次のよ
うに基本理念を示されました。「建設業
を経営するに当たり、この会社の経営
の基本路線は、新技術の開発とその事
業化である。一般にゼネコンを相手に
する場合、資本力、動員力、企画力、
地域貢献力等の何れも規模と歴史的観
点から、当社にとっては不利である。た
だ一つ技術力だけは自らの努力で他社
に先行した新技術の開発を行えば互角
以上に戦える。そして、今有利に戦え
る技術を保有している間に次の新技術
を完成し、その事業化に移行していく」。
　この基本理念のもと昭和23年わが国
初の推進工事を手がけてからは推進工
法の専門業者として、高い水準の技術
開発を第一義にあげ、その基本路線を
変えることなく推進技術の高度化に努め
てきました。この間に、さまざまな研究
開発が進められて、多くの特許・実用
新案の出願が行われてきました。
　このため、当社にとって知的財産権
は一つの生命線という考えで、当初か
ら相当の力を入れて取り組んできまし
た。特許のあらゆる方面の勉強を開始

し、出願手続きは勿論、出願時の明細
書にいたるまで直接手掛け、ほぼ全て
を自社で出願することを原則としていま
した。系統的にも昭和38年9月から特
許管理の基本台帳が作られ、適切な維
持管理が行われてきました。
　本稿では、わが国最初の推進工法特
許、当社における特許・実用新案出願
の状況及び発明の技術傾向、推進工法
に係る代表的な特許技術について紹介
いたします。

わが国最初の推進工法特許2
　当社が昭和23年5月に兵庫県尼崎
市内の大物というところで国鉄尼崎臨
港線の軌道下にガスのさや管としてφ
600mmの鋳鉄管を約6m推進施工し
てから、この方法は交通に支障を及ぼ
すことなく行える管の埋設工法として高
く評価されました。そして、関西の私鉄・
国鉄の軌道横断、道路・水路の横断と
多くの顧客から施工要請がでてきまし
た。このように、いつの間にか増えてい
く推進工事の施工に際し、ある課題が
でてきました。当時の推進工事は、開
放型の刃口式推進工事でしたので、切
羽が自立している地盤の施工では問題

はなかったのですが、軟弱な地質の施
工では切羽地山が崩壊して管内に大量
の土砂が流れ込み、路面が陥没すると
いうトラブルが発生しました。
　この問題に対応するため、推進管の
先端に装備していた刃口に、崩壊防止
棚を水平に取付け、崩壊防止棚の上に
載った土砂を安息角で保持させることに
よって切羽面の土砂の崩壊を防止する
という技術が、創業者である木村叉左
衛門氏によって発案されました。この技
術は、昭和26年2月14日に特許出願、
同年11月16日に特許出願公告となっ
て、わが国初の推進工法に関する特許
（特公昭26-7187号、「地上構造物の
下部地層中に土砂の崩壊を防止しつつ
管を埋設する方法」）として登録されま
した。この記念すべき特許公報を掲載
しますが、（図−1）当時、切羽の安定
を図るためにはこの発明技術は不可欠
であり、この技術を真似た業者が次々
と現れ、当社独自の技術を守るために
苦労したことが古い社内資料に残され
ています。

特許・実用新案出願状況3
　図−2は、昭和38年9月から平成
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23年末までの49年間に、基本台帳で
維持管理されてきた600件弱あまりの
特許・実用新案の出願件数を、年度別
に示したものです。
　年間の平均出願は約12件となります
が、平均出願件数を大きく下回ってい
る時期が過去3度ありました。最初は、
昭和48、49年で昭和40年代から出願
件数が年度ごとに増加して年間20件を
超える出願環境にありましたが、それ
ぞれ6件、4件に落ち込んでいます。こ
の原因は、社内資料を調べてみますと、
昭和46年10月のドルショックによる業
績悪化に対応するために、同49年5月
に成長率ゼロ計画が実施されて、受注
の抑制や技術者の退職等があり、それ
が影響しているのではないかと思われ
ます。2度目は、昭和57年で出願がこ
の年はありませんでした。社内資料によ
りますと、推進工事の受注も順調に伸
びており、海外の推進事業にも着手し
た時期であり、事業に関してはネガティ
ブな要因は見受けられませんが、昭和
57年5月に創業者である木村叉左衛門
氏が逝去されており、土木技術者として
敬愛する創業者の死は技術職員にとっ

てショックが大きかったのでしょうか。3
度目は、平成18年から同21年にかけ
てで、平成に入って新技術の提案が活
発に行われるようになってきた中で、年
間に2〜4件と大きく落ち込んでいます。
この原因は、平成13年から政府により
断行された公共事業費の削減に加え、
民間の設備投資も冷え込む中、受注競
争の激化で採算が悪くなり、人員や開

発費用等の削減が行われ、技術提案の
意識が低下してきたのが大きな要因で
はないかと考えられます。
　そこで、会社設立時の基本路線に立
ち戻るために、平成22年に新技術の
提案を活発化させる環境作りが行われ、
その効果があって平成22、23年と出
願件数は徐々に上昇してきています。

図−1　特許公昭２６-７１８７号公報
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図−2　年度別出願件数


